
議案第　号

    

令和６年度

ニセコ町簡易水道事業会計予算書

ニ　セ　コ　町



１　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

２　予算に関する説明書

 (1)　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

　　　ア　収益的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

　　　イ　資本的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

 (2)　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・8

 (3)　給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

 (4)　債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

 (5)　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業予定開始貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

 (6)　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

 (7)　注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

３　予算に関する説明資料

 (1)　令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

　　ア　収益的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

　　イ　資本的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

目　　次



 　

水道事業収益

  第１款  事業収益                       １，０７０，８３３千円水道事業費用

　

資本的収入

資本的支出

令和６年度  ニセコ町簡易水道事業会計予算

　（総則）

第１条　令和６年度ニセコ町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 2,507 戸

（２） 年 間 総 給 水 量 655,582 ㎥

（３） 一 日 平 均 給 水 量 1,796 ㎥

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業

・ 宮田地区配水管更新工事 145,640 千円

・ 市街地区浄水場整備工事 110,000 千円

・ 市街地区導水管布設工事 125,000 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　入

第１款 220,812 千円

第１項 営 業 収 益 114,135 千円

第２項 営 業 外 収 益 98,677 千円

第３項 特 別 利 益 8,000 千円

支　　　　　　出

第１款 220,985 千円

第１項 営 業 費 用 200,998 千円

第２項 営 業 外 費 用 17,560 千円

第３項 特 別 損 失 1,427 千円

第４項 予 備 費 1,000 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条　 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

　額に対し不足する額73,957千円は、引継金1,276千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整

　額36,870千円、当年度損益勘定留保資金35,811千円で補てんするものとする。）

収　　　　　　入

第１款 455,057 千円

第１項 企 業 債 410,300 千円

第２項 他 会 計 補 助 金 23,920 千円

第３項 国 庫 補 助 金 20,837 千円

支　　　　　　出

第１款 529,014 千円

第１項 建 設 改 良 費 443,166 千円

第２項 企業債元金償還金 78,638 千円

第３項 固 定 資 産 購 入 費 7,210 千円
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簡易水道事業費用のうち、営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用

資本的支出のうち、建設改良費及び企業債償還金間の流用

　（特例的収入及び支出）

第４条の２　地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当該事業年度に属する債権及び

　債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ20,664千円及び2,476千円である。

　（企業債）

第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

計 410,300

　（一時借入金）

第６条  一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）

（２）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職員給与費 24,184 千円

　（他会計からの補助金）

第９条  簡易水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、71,650千円で

　ある。

　　　　令和６年３月６日  提出

                             ニセコ町長　　片　山　健　也

起債の目的
限度額
（千円）

起債の方法 利率 償還の方法

簡易水道事業債 410,300 証書借入

年利2.5％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率。）

40年以内（内据置5年
以内）
（ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、もしくは繰上償
還又は低利に借換す
ることができる。）
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ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

.

令和６年度　

3



（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1 簡易水道事業収益 220,812

1 営業収益 114,135

1 給水収益 113,900

2 その他の営業収益 235

2 営業外収益 98,677

1 他会計補助金 47,730

2 長期前受金戻入 40,627

3 消費税及び地方消費税還付金 8,000

4 雑収益 2,320

3 特別利益 8,000

1 その他特別利益 8,000

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入
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（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1 簡易水道事業費用 220,985

1 営業費用 200,998

1 原水及び浄水費 5,639

2 配水及び給水費 50,178

3 総係費 30,374

4 減価償却費 114,757

5 その他営業費用 50

2 営業外費用 17,560

1 支払利息及び企業債取扱諸費 17,560

3 特別損失 1,427

1 その他特別損失 1,427

4 予備費 1,000

1 予備費 1,000

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
支出
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（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1 資本的収入 455,057

1 企業債 410,300

1 建設改良企業債 410,300

2 他会計補助金 23,920

1 他会計補助金 23,920

3 国庫補助金 20,837

1 国庫補助金 20,837

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出
収入
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（単位：千円）

款 項 目 予 定 額 備            考

1 資本的支出 529,014

1 建設改良費 443,166

1 建設改良費 443,166

2 企業債元金償還金 78,638

1 企業債元金償還金 78,638

3 固定資産購入費 7,210

1 有形固定資産購入費 7,210

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出
支出
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（単位：千円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

　 　当年度純利益（△は当年度純損失） △ 12,064
　減価償却費 114,757
　賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） 1,709
　長期前受金戻入額 △ 40,627
　支払利息 17,560
　未収金の増減額（△は増加） △ 8,079
　
　小計 73,256
　
　利息の支払額 △ 17,560
　
　業務活動によるキャッシュ・フロー 55,696
　

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
　
　有形固定資産の取得による支出 △ 409,437
　補助金等による収入 44,757
　補助金の圧縮記帳等の調整額 △ 4,069
　
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 368,749
　

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 410,300
　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 78,638
　
　財務活動によるキャッシュ・フロー 331,662
　

　　資金増加額（又は減少額） 18,609
　　資金期首残額 1,276
　　資金期末残額 19,885

　

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計　予定キャッシュ・フロー計算書

（令和6年4月1日　から　令和7年3月31日まで）
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総　　括

.

１．

職　員　数 給　　　　　　　与　　　　　　　費

特別職 一般職 報　酬 給　料 賃　金 手　当 小　計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

給　与　費　明　細　書

区　　分

法　　定
福 利 費

合　計
備　考

本 年 度 0 3 0 11,252 0 8,791 20,043 4,141 24,184

前 年 度 0 3 0 10,920 0 8,227 19,147 3,573 22,720

比　　較 0 0 0 332 0 564 896 568 1,464

区　　分 扶養手当
管理職
手当

時間外
勤務手当

期末手当 勤勉手当
寒冷地
手当

管理職員特
別勤務手当

住居手当 児童手当

本 年 度 678 0 1,107 3,486 2,226 234 0 0 300

前 年 度 678 0 1,104 2,494 1,614 234 0 0 300

比　　較 0 0 3 992 612 0 0 0 0

区　　分 通勤手当
宿日直
手当

退職手当組
合負担金

計

本 年 度 0 0 760 8,791

前 年 度 0 0 1,803 8,227

比　　較 0 0 △ 1,043 0 0 0 0 564

手

当

の

内

訳
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給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

２．

給料 332 昇給に伴う増加分 163 昇級職員数 3名

平均昇給率 1.03%

その他の増減分 169 人事院勧告に伴う増額

手当 564 その他の増減分 3 時間外勤務手当

992 期末手当

昇給による増額 19

人事院勧告に伴う増額 102

引当金計上に伴う増額 871

612 勤勉手当

昇給による増額 14

人事院勧告に伴う増額 42

引当金計上に伴う増額 556

△ 1,043 退職手当組合負担金

昇給による増額 17

定年延長に伴う制度改正 △ 1,060

給 与 費 明 細 書

区分
増減額

（千円）
増減事由別内訳

（千円）
説　　　明 備　　　　　　　考
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給料及び職員手当の状況

職員１人当たり給与 （単位：円）

初任給 （単位：円）

級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

３．

（１）

区                                      分 事務・技術職給料表 技術労務職給料表

平 均 給 料 月 額 （円） 370,100

平 均 給 与 月 額 （円） 567,092

平 均 年 齢 （歳） 49.5

平 均 給 料 月 額 （円） 366,750

平 均 給 与 月 額 （円） 558,880

平 均 年 齢 （歳） 48.5

（２）

一　般　会　計　の　制　度

一般行政職(円) 技能労務職(円)

高　　校　　卒 166,600 166,600

大　　学　　卒 196,200 196,200

（３）

事　務　・　技　術　職　 技　能　労　務　職

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％)

1級 0.0 1級

2級 0.0 2級

3級 0.0 3級

4級 2 100.0 4級

5級 0.0 5級

6級 0.0 6級

計 2 100.0 計

1級 0.0 1級

2級 0.0 2級

3級 0.0 3級

4級 2 100.0 4級

5級 0.0 5級

6級 0.0 6級

計 2 100.0 計

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

令和６年４月１日現在

令和５年４月１日現在

区　　　　　分 事務・技術職(円) 技術労務職(円)

区　　　　　分

事務・
技術職　

定形的な業務
を行う職務

高度な知識又
は経験を必要
とする業務を
行う職務

１．係長及び
　主査の職務
２．困難な業
　務を処理す
　る主任等の
　職務

困難な業務を
行う係長及び
主査の職務

課長等の職務
困難な業務を
行う課長等の
職務

令和６年４月１日現在

令和５年４月１日現在
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昇給

特殊勤務手当

（４）

区　　　　　分 合　　　計 事務・技術職 技能労務職

職　　 員 　　数 （Ａ）（人） 2 2

昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 2 2

２号給　（人）

４号給　（人） 2 2

６号給　（人）

８号給　（人）

比率（Ｂ）／（Ａ）　（％） 100.0 100.0

職　　 員 　　数 （Ａ）（人） 2 2

昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 2 2

２号給　（人）

４号給　（人） 2 2

６号給　（人）

８号給　（人）

比率（Ｂ）／（Ａ）　（％） 100.0 100.0

（５）

区　　　　　　　分　 全　　職　　種 事務・技術職 技能労務職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

支給対象職員の比率（令和６年４月１日現在）（％）

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

号給数別内訳

号給数別内訳

本　

年　

度

前　

年　

度
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期末手当・勤勉手当

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

その他の手当

（６）

支給期別支給率

6 月(月分) 12 月(月分)

本　年　度 2.250 2.250 4.500 有

前　年　度 2.200 2.200 4.400 有

一般会計の
制　　　度

2.250 2.250 4.500 有

（７）

（８）

区 分 一般会計の制度との異同 差異の内容

扶 養 手 当 同　　　　　じ

管 理 職 手 当 同　　　　　じ

住 居 手 当 同　　　　　じ

通 勤 手 当 同　　　　　じ

区　　　分
支給率計
（月分）

職制上の段階、職務の
等級による加算措置

備　　　考

区　　　分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

その他の
加算措置等

退職時
特別昇給

備　考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特別措置
（2%～45%加算）

無

一般会計の
制　　　度
(支給率等)

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期

退職特別措置
（2%～45%加算）

無
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債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

（単位：千円）

左  の  財  源  内  訳

特　　定　　財　　源

期 間 金　額 期 間 金　額 国道支出金 企 業 債 そ の 他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

事　　　　　　　項 限 度 額

前年度末までの支払
義務発生(見込)額

当該年度
予算計上

額

翌年度以降の支払
義務発生予定額

自己資金

北海道市町村備荒資
金組合車両等の譲渡
に関する条例に基づ
く防災資機材譲渡契
約による譲渡代金
（水道管路管理シス
テム）

令和4年度 1,316千円
令和5年度 1,297千円
令和6年度 1,285千円
令和7年度 1,272千円

令和4年度
～

令和5年度
2,208 1,102 令和7年度 1,101 1,101

合　　　計 2,208 1,102 1,101 1,101
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（単位：千円）

１ 固　定　資　産

（１） 有　形　固　定　資　産

イ 建 物 79,187

減 価 償 却 累 計 額 △ 36,384 42,803

ロ 構 築 物 4,509,590

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,950,858 2,558,732

ハ 機 械 及 び 装 置 498,777

減 価 償 却 累 計 額 △ 373,027 125,750

ニ 車 両 運 搬 具 3,076

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,922 154

ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 61,240

減 価 償 却 累 計 額 △ 56,913 4,327

有 形 固 定 資 産 合 計 2,731,766

固 定 資 産 合 計 2,731,766

２ 流　動　資　産

(１) 現 金 預 金 1,276

(２) 未 収 金 20,664

貸 倒 引 当 金 0 20,664

流 動 資 産 合 計 21,940

資 産 合 計 2,753,706

３ 固　定　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,447,718

ロ そ の 他 の 企 業 債 0

企 業 債 合 計 1,447,718

固 定 負 債 合 計 1,447,718

４ 流　動　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 78,638

ロ そ の 他 の 企 業 債 0 78,638

(２) 未 払 金 2,476

(３) 引 当 金 0

流 動 負 債 合 計 81,114

５ 繰　延　収　益

(１) 長 期 前 受 金 1,950,377

(２) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 1,134,616

繰 延 収 益 合 計 815,761

負 債 合 計 2,344,593

６ 資　本　金

(１) 固 有 資 本 金 409,113

資 本 金 合 計 409,113

７ 剰　余　金

(１) 利　益　剰　余　金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 合 計 0

剰 余 金 合 計 0

資 本 合 計 409,113

負 債 ・ 資 本 合 計 2,753,706

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計　予定開始貸借対照表
令和6年4月1日

資　産　の　部

負　債　の　部

資　本　の　部
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（単位：千円）

１ 固　定　資　産

（１） 有　形　固　定　資　産

イ 建 物 179,260

減 価 償 却 累 計 額 △ 37,404 141,856

ロ 構 築 物 4,728,019

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,050,609 2,677,410

ハ 機 械 及 び 装 置 572,006

減 価 償 却 累 計 額 △ 386,649 185,357

ニ 車 両 運 搬 具 3,076

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,922 154

ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 61,240

減 価 償 却 累 計 額 △ 57,277 3,963

有 形 固 定 資 産 合 計 3,026,446

固 定 資 産 合 計 3,026,446

２ 流　動　資　産

(１) 現 金 預 金 19,885

(２) 未 収 金 28,743

貸 倒 引 当 金 0 28,743

流 動 資 産 合 計 48,628

資 産 合 計 3,075,074

３ 固　定　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,783,548

ロ そ の 他 の 企 業 債 0

企 業 債 合 計 1,783,548

固 定 負 債 合 計 1,783,548

４ 流　動　負　債

(１) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 74,470

ロ そ の 他 の 企 業 債 0 74,470

(２) 未 払 金 2,476

(３) 引 当 金 1,709

流 動 負 債 合 計 78,655

５ 繰　延　収　益

（１） 長 期 前 受 金 1,991,065

（２） 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 1,175,243

繰 延 収 益 合 計 815,822

負 債 合 計 2,678,025

６ 資　本　金

(１) 固 有 資 本 金 409,113

資 本 金 合 計 409,113

７ 剰　余　金

（１） 利　益　剰　余　金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 12,064

利 益 剰 余 金 合 計 △ 12,064

剰 余 金 合 計 △ 12,064

資 本 合 計 397,049

負 債 ・ 資 本 合 計 3,075,074

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計　予定貸借対照表
令和7年3月31日

資　産　の　部

負　債　の　部

資　本　の　部
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重要な会計方針

地方公営企業法会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物　7～50年

構築物　10～60年

機械及び装置　6～20年

車輛運搬具　3～7年

工具器具及び備品　3～15年

引当金の計上方法

退職給付引当金

賞与引当金

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

注記事項

Ⅰ

1

（1）

2

（1）

（2）

3

Ⅱ

Ⅲ

（1）

　本町は、退職手当組合に加入しており、簡易水道事業は当該組合に掛金を負担してい
るが、追加的な負担はすべて一般会計において負担しているため、簡易水道事業会計に
おいて退職給付引当金を計上していない。

　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基
づき当年度の負担に属する額（翌年度６月に支給する額のうち１２月～３月分に相当す
る額）を計上している。

　貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以
内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれている額は、
1,462,509千円である。
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ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

.

令和６年度　
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収益的収入及び支出
収入

（単位：千円）

区　分 金　額

220,812 0 220,812

114,135 0 114,135

1 給水収益 113,900 0 113,900 1 給水収益 113,900 ・ 計量給水使用料金 113,900

2 その他の営業収益 235 0 235 1 手数料 235 ・ 給水工事検査手数料 70

・ 簡易専用水道検査手数料 5

・ 給水工事設計審査手数料 73

・
指定給水装置工事事業者指定審査
登録手数料

10

・ 水道管路図交付手数料 75

・ 給水装置図面交付手数料 2

98,677 0 98,677

1 他会計補助金 47,730 0 47,730 1 他会計補助金 47,730 ・ 他会計補助金 47,730

2 長期前受金戻入 40,627 0 40,627 1 長期前受金戻入 40,627 ・ 長期前受金戻入 40,627

3 消費税及び地方消
費税還付金

8,000 0 8,000
1 消費税及び地方
消費税還付金

8,000 ・ 消費税及び地方消費税還付金 8,000

4 雑収益 2,320 0 2,320 1 雑収益 2,320 ・ 修理代 1

・
下水道・農集会計料金収納事務負
担金

2,319

8,000 0 8,000

1 その他特別利益 8,000 0 8,000 1 その他特別利益 8,000 ・ その他特別利益 8,000

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節

1 簡易水道事業収益

1 営業収益

2 営業外収益

3 特別利益

款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明
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収益的収入及び支出
支出

（単位：千円）

区　分 金　額

220,985 0 220,985

200,998 0 200,998

1 原水及び浄水費 5,639 0 5,639 10 光熱水費 4,875 ・ 光熱水費 4,875

13 委託料 222 ・ 電気保安業務委託料 222

15 賃借料 542 ・ 用地使用料 542

2 配水及び給水費 50,178 0 50,178 8 備消品費 296 ・ 消耗品費 296

9 燃料費 170 ・ 燃料費 170

12 通信運搬費 1,012 ・ 通信運搬費 1,012

13 委託料 38,427 ・ 精密水質検査委託料 10,311

・ 水道施設維持管理業務委託料 28,116

14 手数料 944 ・ 手数料 944

15 賃借料 84 ・ データセンター使用料 84

16 修繕費 649 ・ 修繕料 649

20 材料費 165 ・ 補修用資材 165

23 食糧費 60 ・ 食糧費 60

25 租税公課 13 ・ 自動車重量税 13

27 保険料 378 ・ 自動車損害保険料 71

・ 火災保険料 307

29 工事請負費 7,980 ・ 水道施設支障木伐採工事 1,980

・ 水道施設緊急補修工事 6,000

3 総係費 30,374 0 30,374 1 給料 11,252 ・ 一般職給 8,897

・ 会計年度任用職給 2,355

2 手当 5,936 ・ 扶養手当 678

・ 一般職児童手当 300

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節

1 簡易水道事業費用

1 営業費用

款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明
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収益的収入及び支出
支出

（単位：千円）

区　分 金　額

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節
款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明

・ 一般職寒冷地手当 234

・ 時間外勤務手当 1,107

・ 一般職給期末手当 1,423

・ 会計年度任用職期末手当 321

・ 勤勉手当 1,113

・ 退職手当組合負担金 601

・
会計年度任用職退職手当組合負担
金

159

3 賞与引当金繰
入額

1,709 ・ 賞与引当金繰入額 1,709

4 法定福利費 3,850 ・ 共済組合納付金 3,179

・ 会計年度任用職共済組合納付金 641

・ 公務災害補償基金納付金 25

・
会計年度任用職公務災害補償基金
納付金

5

7 旅費 316 ・ 普通旅費 316

8 備消品費 74 ・ 消耗品費 74

11 印刷製本費 533 ・ 印刷製本費 533

13 委託料 4,026 ・ 量水器検針委託料 4,026

14 手数料 486 ・ 口座振替手数料 136

・ コンビニ収納代行業務手数料 350

15 賃借料 35 ・ 駐車場使用料 20

・ 高速道路使用料 15

22 負担金 1,057 ・ 市町村職員福祉協会負担金 8

・
会計年度任用職市町村職員福祉協
会負担金

2

・
北海道簡易水道等環境整備協会負
担金

65

・ 日本水道協会負担金 77
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収益的収入及び支出
支出

（単位：千円）

区　分 金　額

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節
款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明

・ 各種会議負担金 20

・ 各種研修会参加負担金 75

・
北海道自治体情報システム協議会
負担金

810

30 雑費 1,100 ・
コンピュータ機器備品譲渡事業償
還金

1,100

4 減価償却費 114,757 0 114,757 32 減価償却費 114,757 ・ 減価償却費 114,757

5 その他営業費用 50 0 50
33 その他営業費
用

50 ・ 過誤納等還付金 50

17,560 0 17,560

1 支払利息及び企業
債取扱諸費

17,560 0 17,560 36 企業債利息 16,810 ・ 町債償還利子 16,810

37 一時借入金利
息

748 ・ 一時借入金利息 748

38 備考資金組合
譲渡事業利息

2 ・ 備考資金組合譲渡事業利息 2

1,427 0 1,427

1 その他特別損失 1,427 0 1,427
41 その他特別損
失

1,427 ・ その他特別損失 1,427

1,000 0 1,000

1 予備費 1,000 0 1,000 42 予備費 1,000 ・ 予備費 1,000

2 営業外費用

3 特別損失

4 予備費
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資本的収入及び支出
収入

（単位：千円）

区　分 金　額

455,057 0 455,057

410,300 0 410,300

1 建設改良企業債 410,300 0 410,300 1 建設改良企業債 410,300 ・
簡易水道事業債（配水管更新事
業）

137,800

・
簡易水道事業債（配水管布設事
業）

11,200

・
簡易水道事業債（水道設備更新事
業）

25,300

・
簡易水道事業債（配水施設整備事
業）

236,000

23,920 0 23,920

1 他会計補助金 23,920 0 23,920 1 他会計補助金 23,920 ・ 他会計補助金 23,920

20,837 0 20,837

1 国庫補助金 20,837 0 20,837 1 国庫補助金 20,837 ・ 簡易水道事業国庫補助金 20,837

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節

1 資本的収入

1 企業債

2 他会計補助金

3 国庫補助金

款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明
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資本的収入及び支出
支出

（単位：千円）

区　分 金　額

529,014 0 529,014

443,166 0 443,166

1 建設改良費 443,166 0 443,166 13 委託料 19,477 ・ 水道施設実施測量設計業務委託料 18,477

・
水道配水施設整備工事監理委託業
務

1,000

14 手数料 73 ・ 手数料 73

29 工事請負費 423,616 ・ 量水器工事取替工事 7,623

・ 市街地区簡易水道配水管布設工事 7,984

・ 水道施設拡張工事 235,000

・ 水道設備更新工事 25,369

・ 市街地区配水管更新工事 2,000

・ 宮田地区配水管更新工事 145,640

78,638 0 78,638

1 企業債元金償還金 78,638 0 78,638
34 建設企業債元
金償還金

78,638 ・ 町債償還元金 77,756

・ 公営企業会計適用債元金償還金 882

7,210 0 7,210

1 有形固定資産購入
費

7,210 0 7,210 31 機械及び装置 7,210 ・ 量水器 7,210

令和６年度　ニセコ町簡易水道事業会計予算明細書

節

1 資本的支出

1 建設改良費

2 企業債元金償還金

3 固定資産購入費

款　項　目 本年度 前年度 比　較 説　　　明
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